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あ
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民
事
訴
訟
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心
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、
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に
お
け
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激
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凶
際
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引
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で
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際
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け
て
、
公
述
ぃ
司
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日
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に
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引
出
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収
叩
民
事
訴
訟
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お
け
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の
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州
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の
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検
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う
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、
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陪
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法
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ず
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寸
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あ
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事
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佐
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検
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あ
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、
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佐
利
保
“
予
で
求
め
に
い
る
原
告
と
、
比
一
訴
を
お
小
山
政
な
く
さ
れ
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事
紛
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、
ヨ
本
が
適
切
な
フ

T
l
フ
ム
た
り
う
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れ
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仙
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叫
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双
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刊
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古
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関
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茶
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乙
な
る
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き
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の
よ
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説
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れ
て
い
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判
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管
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決
定
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岡
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れ
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が
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か
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湯
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し
て
、
J
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ゾ
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先
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山
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収
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行
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子
十
字
右
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J
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叫
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る
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山
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山
で
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v
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何
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ヶ
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」
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伐
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山
え
は
閉
山
山
に
片
寸
る
叫
人
は
、
与
の
一
九
ヰ
ピ
J

務
所
く
は
己
主
所
が
口
広
岡
町
リ
に
あ
る
！
）
舎
は
、

H
ヘr
の
及
川
け
に
託

法
へ
そ
の
他
の
社
川
J
へ
は
財
凶
に
い
刈
す
る
訴
え
は
、
F
L

の
事
務
川
止
は
、
且
士
オ
川
叩
な
い
場
合
J
へは
r
i
rノ
同
士
出
か
回
れ
な
い
場
会
に
お
い
て
、

ア

f
O
Nヘ
ム
衣
斉
一
」
の
引
の
」
し
た
る
来
持
出
一
T
J
斉
灯
、
ト
一
昨
が
日
ポ
白
川
に
あ
る
ご
さ
は
、
日
十
A

の
ト
夕
刊
尽
に
一
党
μ
U
す
る
こ
え
引
で
き
る
ち
の
〆
一
す
る

会
川
崎
見
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わ
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と
し
て
賛
成
で
ー
の
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つ

に
J

て
し
、
神
山
中
子
に
お
い
て

の
ι引
品
ダ
れ
と
な
り

4
る
一
」
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こ
の
説
先
が
特
段
C
半
活
に
上
る
例
外
的
な
管
轄
ポ
口
定

｛弘治

6
一本ノ閉じ

つ
い
と
は
、
疑
問
で
あ
る
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6
に
い
い
叫
す
る
さ
い
L
J
p
c
参
照
｝
乙

川尚つ一
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約
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の
債
務
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履
行
の
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求
ピ
係
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え
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に
つ
い
亡
の
色
引
権

い
吹
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上
心
μ
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の
咳
F
h
h
J
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に
川
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る
許
え

川
叫
ん
杓
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日
佳
梢
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履
行
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似
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9
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汁
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た
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1
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約
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t
J
P
U
本
川
内
に
あ
る
f

ぎ（

コト一ノ蓄が
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湿
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二
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ゴ
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1
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が
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太
一
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忘
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を
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川
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一
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片
山
連
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一
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品
川
川
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又
は
ヨ

J

た
小
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一
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日
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に
係
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求
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史
的
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依
務
心
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に
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旬
I
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同
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力
品
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の
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川
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上
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「
一
間
同
記
－
f

る
一
右
求
に
一
泊
る
が
、
ズ
上
Z
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の
叫
え
を
除
く
C

）
は
、
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が
上
戸
1
C
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i
i
A
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約
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C
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係
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「
一
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ヘ
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J
J
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ム
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主
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と
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起
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女
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地
口
崎
川
乙
山
川
古
約
し
い
の
伝
務
に
閲
す
る
訴
え

て
い
る
汗
ば
賛
成
ぜ
あ
る

ν

ヰ
ム
？
に
、
長
約
上
の
債
務
小
履
行
い
す
Q

損

中
賠
償
s
一
型
店
な
と
に
つ
き
、
契
約
卜
ぷ
世
の
債
務
の
履
行
地
に
管
引
を
認
め
る
と
「
る
t

一三
v
賛
成
す
る
〉

2 

三
だ
し
、
担
、
約
l
複
数
の
依
務
が
九
九
4
J
1
Y
つ
る
場
八
九
円
に
は
、
巾
事
者
の
子
制
一
円
建
性
を
確
保
寸
る
意
味
か
っ
、
間
人
約
の
料
品
情
的
住

政
悼
の
履
行
地
に
活
轄
を
集
中
さ
、
げ
る
べ
き
と
あ
る
ロ
了
べ
て
の
双
務
先
約
に
つ
い
て
特
後
約
債
務
を
献
念
ず

J

る
三
三
が
黙
1J
い
と
い
う

指
摘
は
時
か
に
で
の
44
り
で
為
ろ
う
。
し
か

L
、
す
べ
て
け
契
約
で
は
な
，
、
こ
も
、
最
低
限
、
民
事
及
び
両
市
r宇
件
に
お
け
る
裁
判
じ

轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
持

γ
る

E
r現
主
会
規
則

ァ
リ
コ
J

七
凡
規
則

J

て川明一定
3
れ
と
い
ゐ
物
の
引
き
渡
し
を
合
む
μ人
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サ
l
ど
ス
心
円
k
m
h
に
鳴
す
る
公
約
に
つ
い
て
は
、
引
波
地
も
し
く
は
淀
川
町
「
地
で
の
符
轄
ー
と
す
べ
き
し
し
考
え
る
c

日
前
売
買

ι
お
い
て
、
充
、
王
が
一
占
む
に
川
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約
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↓
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し
た
場
合
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ど

間
見
と
な
る
梨
松
守
戎
け
の
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均
行
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鋭
念
［
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〈
し
滋
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町
J

与
え
ら
れ
る
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あ
る
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ら
に
、
千
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川
U
C
劃
日
投
び
悩
わ
地
管
轄
の
意
義
か
ら
は
中
i
事
者
が
合
意
し
に
穏
わ
敢
に
つ
い
と
の
み
符
轄
を
認
め
る

べ
き
で
あ
屯
ゐ
が
、
特
徴
的
給
付
の
坦
論
内
ょ
う
こ
履
行
以
管
轄
の
法
院
、
と
な
る
債
務
を
一
つ
一
二
朱
牛
さ
せ
る
均
む
に
は
、
そ
の
時
点
で

ψ
」
事
者
の
チ
測
叫
ん
臥
壮
い
は
確
保
さ
れ
て
h
p

り、

一
り
叩
拠
法
に
よ
う
て
ん
民
ま
る
履
行
地
に
も
管
梓
ん
ど
認
め
て
も
か
ま
わ
と
い

一二、
J

J

r
し

問
ム
口
、
試
案
い
花
小
さ
れ
て
い
る
「
立
ノ
ピ
、

注
拠
法
に
つ
い
て
の
山
手
与
す
の
合
さ
の
安
門
d
N

は
問
わ
1
6

い一
f

4 

以
お
、
ム
門
主
さ
れ
た
履
行
的
に
包
持
主
原
則
と
、
ν

て

る
、
と
方
υ

た
場
介
、
履
行
地
の
合
意
に
、
歩
っ
て
管
棺
ι口
立
を
行
脱
す
る

Hd
能
性
が
考
え
つ
れ
匂
っ
と
の
点
に
つ
い
て
リ
法
！
の
子
当
が
必
裂
で
ゐ
司
令
乙
思
干
れ
る
」

今
~ 

T
形
J
人は小町一
T
に
上
A
V

金
銭
心
支
払
の
請
求
り
と
口
い
川
と
r
M

る
が
え

'f＂人法学； S9汚三7） 川 E 〔2川什 l、



料ノヘ
j与す

判
川
ー
に
長
一
山
円
ず
る
こ
こ
引
で
き
る
も
心
v

寸
る

寸
寸
形
え
は
小
切
手
に
よ
句
会
銭
心
ム
フ
J
A
心
一
用
水
を
日
間
1

｝
「
る
計
V

／ば、

f
J
U
え
は
小
切
手
心
f

千
仏
i

一いが
J

木
目
内
に
あ
る
1

訟
は
、
日
本
の
玖

〈
古
川
U
同心
V

賛
成
で
あ
る

d

3
別叫ん尚子一
l
心
訴
え

m
t
u
ペ
ト
惟
上
心
一
号
げ
ん
は
、
請
求
心
日
的
ハ
ソ
一
川
花
唱
が
「
u
r
p
誠
一
内
に
あ
る
と
き
は
、
パ
人
了
の
ふ
判
所

r隠
起
す
る
こ
と
が
で
な
る
も
の
乙
ず
る

わ

T
T以
来
｝
財
産
性
L

↓
の
訴
ζ

℃
金
銭
む
す
J
仏
わ
一
三
川
求
主
行
的
乙
「
る

4
の
は
、

J
し
押
さ
え
hw
こ
と
が
ヤ
ヤ
一
る
い
位
告
の
日
正
川
川
市
門
古
川
川
が
H

T
柏

T
］
十
け
に
め
る
ζ

き
（
仏
、
口
十
以
小
及
川
刊
叫
に
先
日
出
「
λ
士
、
と
が
で
き
る
も
の
乙
す
る
〈

｛

P
F

〕案｝

7

引
な
快
上
心
一
耐
え
て
や
一
銭
の
又
払
の
詰
1
4士
日
的
と
「
る
も
の
は
、
主

L
判
押
さ
止
る
v

乙
が
て
き
る
い
伎
ロ
の
判
所
い
り
川
在
民
バ
日
本
同
門
こ

あ
る
と
き
は
、

H
＋
ん
の
裁
判
所
に
五

ιづ
ミ
こ
い
？
と
き
か
も
わ
一
－
す
る
υ

J
j

外
凶
裁
判
町
が
、

J
L

「
－
押
々
、
え
る
こ
／
》
で
空
る
院
川
り
日
昼
戸
当
j

一
パ
外
凶
二
一
川
す
L

」
吋
る
こ
三
り
ん
に
J

り
、
そ
の
川
わ
け
炉
性
J
ヶ
～
行
中
陀
し
た
治

J

F

一
口
に
は
、
て
の
外
一
子
決
司
引
の
停
J
T
J
f
一
決
は
効
力
ル
一
寸
L
M
ト
イ
も
の
こ
す
る

｛
内
案
｝
財
ι台
市

CF4附↑しで人
J
川
口
支
払
の
請
求
～
J

日
的
と
す
る
も
リ
い
山
、
店
古
の
リ
J

て
に
よ
れ
下
辺
に
所
：
匂
快
ー
の
財
保
山
J
吋

し
似
差
押
ん
が
さ
れ
て
い
る
日
一
き
は
、
口
上
恨
の
裁
判
い
町
」
M
M
r
v一T
A
M
こ
こ
ず
か
で
き
る
J

へ
の
と
ご
竺

一T
E
上
寸
山
小
必
力
相
川
律
心
一
同
力
、
一
に
げ
古
住
上
そ
詐
え
は
、
上
司
求
の
剖
一
以
カ
ロ
析
の
所
在
地
が
日
古
洋
一

i

一
に
あ
る
〆
与
に
は

北
起
す
7
9
F

一L

が
で
き
匂
J
U

刀
と
ず
る

n

」
と
力
主
役
り
J
A
i

－
h

門
に
つ
い
こ
も

J
F
U
怜
刊
す
る

U
T山
川
裁
判
所
に

（政人法学、 oc'・>21ド """ :zorn. 1' 



ド
ヰ
ド
的
九
は
川
下
糸
川
己
資
成
て
め
る
が
、
請
求
と
は
パ
押
え
り
能
財
墜
と
の
酒
慌
の
均
品
開
な
J
f思
す
べ
き
と
考
え
る
r

確
か
に
、
ど
の

担
任
反
の
ね
情
が
必
要
で
あ
る
し
ゃ

立
方
刊
を
決
一
亡
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
も

ν
れ
な
い
が
た
ζ

、
ズ
ば
法
文
η
円

ん」干示、

ν

J

J

 

所
告
の
俄
告
の
川
間
曜
の
姉
値
が
、
請
求
額
に
い
ん
べ
仁
川
η
ア
〆
／
＼
紙
績
で
あ
匂
場
合
い
問
、
の
阪
わ
さ
は
な
い
じ
」
と
の
ず
ヘ
ニ
一
一
？
人
れ
る
な

ど
の
対
仏
は
一
刊
誌
で
あ
る
〉
一
考
え
る
。

2 

ア
」
山
奈
は

店
一
議
管
轄
河
川
河
夕
、
管
耐
円
、
こ
で
パ
ラ
ン
ス
！
な
欠
き
、
同
m
h
鴻
調
什
在
欠
き
、

T
h
斗
で
あ
る
ま
た
、
丙
’
米
は
、
供
ア
パ
押
え

則
定
に
叶
1
決

η
効
力
や
限
定
す
る
け

羽
在
一
心
一
条
で
は
京
十
分
、
乙
号
、
t
る。

L五：.：：：、；主主活軒法制に｜羽する口：i1試需に土 rどj岩見
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r宇之る 特き品官 t. 信三！~ i 手古号
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しノ '! 
対え
'I 

J、 Q， z。ヰ
育、，，.汁
》 ム 〆げ

ゾ

に
＼一

σ〉
じフ

ルは 宇治
。、
」

入：，・ゐ: 、
木
ι 

' 
＇・← 〉ヲ】

すコるマ十主之 内コ
er 

問 木4匂叶F~ 
プII 

も 同I F、I 

•• 
ヌω 

ム
er己I 

l〆

Cヲ

νl。〉

；ザ，：ト' 
A口.: 

1入1主' 
’λ ， 
Zl 

〈
古
川
U
同心
V

賛
成
で
あ
る

ち
だ
し
、
解
釈
に
悶
す
る
こ
と
て
ゐ
る
が
、

業
務
に
悶
す
る
」

へ
の
該
当
性
は
、
川
判
、
え
は

7
ν
i
、ン
J
J

統
｛
早
事
件
（
忠
一
一
判
Mm

つ
丘一和

r

計
六
年

の
一
月
一
ハ
ヨ
氏
佐
官
一
一
十
引
を

i
u
二
四
官
三

の
よ
う
ま
場
介
、

IKAで
券
ユ
々
」
被
中
」
ア
ド
が
現
実
に

1
4
国
内
の
む
務
岬
止
は

日
発
所
で
購
入

J

に
必
要
は
伝
〈
、

、F
k
h
uち
、
仮

ー
い
れ
へ
凶
円
内
の

j

均
一
段
所
又
は
刊
誌
所
が
耐

っ
し
い

市
行
者
が
1
A小
M
H
門
の
宇
治
一
内
又
は
U

！
京
一
附
と
そ
れ
を
肺
↓
へ
で
さ
ん
｝
の
で
為
れ
ば
）
、
認
め
つ
れ
る
べ
き
で
あ
る
υ

円いれへ

I P¥C人法学； S9 汚三日j 川Jo〔2υ1什 l、



料

内
に
あ
る
戸
は
、
日
本
日
裁
判
叶
に
抗
巾
止
す
る
こ
一
三
で
き
る
も
の
、
与
二
ノ
Q

社
凶
J
人
は
財
団
に
到
す
る
J

人υ
え

ノヘ
j与す

日
へ
山
社
法
第
／
編
第
三
中
ご
説
J

疋
す
e
Q
J占
J

】
一
一
い
卒
帯
1τ

前
及
川
、
』
弟
、
丘
町
三
規
公
ず
る
訴
え
ケ
除
く
J

、
一
役
社
凶
U
人
吐
ひ
一
般
財
同
什
仙
人

に
バ
必
ず
る
よ
凶
作
第
G
与
沈
ツ
｝
筒
に
規
定
づ
ミ
詐
λ

一
」
の
氾
U
べ
何
一
仏
八
市
に
ち
戎
立
さ
わ
F

込
九
日
ー
な
川
町
山
川
に
悶
↓
£
訴
え
γ

、
れ
ら
に
川
町
ず
る

も
の
は
、
本
心
法
判
附
に
の
み
蛇
起
す
べ
き
ゅ
干
の
と
け
一
る
も
の
と
ナ

J

る

必
民
事
一
昨
主
土
店
内
U
r
条件
μ
o小川汁
t
u拘
げ
る
一
品
え
一
上
一
戸
川
口
ル
心
訴
え
人
ゲ
一
除
〈
～
は
、
仕
凶
止
に
町
m
J
J
法
人
一
L
J
4
4
2
巧ん
f

」
は
〈
れ
が
H
本
の

占

u
t
r
つ
い
に
よ
り
投
リ
バ
ー
一
れ
ふ
も
の
で
あ
る
と
き
、
村
［
山
川
i
は
市
川
ハ
ロ
1
7
仏
人
で
泣
い
川
何
台
に
は
そ
の
ム
人
ん
と
手
務
J
M
パ
又
は
一
常
業
川
の
叫
仕
地
が
け
今
川

会
以
E
F
L
》

賛
成
で
あ
る
。

－n

不
法
？
パ
ゲ
円
悶
ム
ベ
る
片
品
、
v
／

ん
法
h
為
一
に
隠
す
る
訴
与
は
、
式
決
行
為
が
丸
〔
二
品
が

uk小
国
戸
に
去
る
？
く
で
は
、

H
平
む
故
山
川
ノ
に
松
γ
巴
ず
る
こ
と
が
き
る
て
の
と
す
る

た
ど
1

J

、
加
害
行
お
の
料
果
が
発

r
L
た
地
の
江
川
J
H
Y卜
一
間
内
に
あ
る
場
人
口
に
お
い
ご
、
そ
の
地
に
お
け
る
は
川
県
心
元
三
九
24A内
7
p
d

ハ
ア
メ
：
－

の
で
き
工
い
ー
の
で
あ
っ
た
げ
一
き
は
、
こ
の
限
り
と
な
い
？
）
U
v
二万

J

る
U

注
」
「
γ

之
弘
行
ノ
J

カ
ゐ
川
一
ん
地
と
は
、
加
託
行
ノ
J
J
M
行
わ
れ
た
地
と
加
，
門
行
為
の
精
児
が
光
生
し
ん
に
地
の

M
Lか
し
ら
回
収
ず
る

ミ

A

戸
令
川
山
日
γ
h

本
文
に
は
弘
主
的
に
法
定
て
あ
る
し
か
ー
な
が
ら
、
た
だ

L
き
さ
し
は
削
除
ず
J

べ
き
で
あ
る

2 

十
や
～
げ
ん
に
悶
ー
ぷ
し
は
、
将
来
安
牛

γ
る
」
と
が
相
当
に
確
A

宍
で
あ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
ー
も
不
法
／
打
点
一
地
管
轄
の
引
引
い
月
が
認
め
？
引
い

る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
「
不
法
行
為
が
あ
っ
た
泊
」
の
丈
一
弓
は
、
一
不
法
行
為
が
あ
コ
た
泊
又
は
交
宗
一
2
0地
」
な
ど
、
将
来
日
光
牛
泊

（政人法学、＂＂＇ ・>22n1 ciiiii :zorn 1' 



も
今
円
わ
u
t
y
人
一
百
九
変
更
す
べ
き
で
あ
る

d

~ 

た
だ
し
書
き
九
関
v

て
は
、
不
法
行
為
地
首
位
占
の
俣
拠
は
第
に
一
一
同
拠
収
位
引
の
純
江
で
あ
る
と
号
、
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

L
土
地
に
不
法
行
為
の
校
側
主
般
ド
ヰ
一
致
づ
け
る
社
仰
は
必
ず
z

什
在
「
る

v

地
に
ιお
け
る
一
目
拠
の
所
右
は
、

Lh栄
光
4
地

に
つ
い
て
の
泊
常
子
兄
件
、
ニ
は

ι一
関
一
僚
で
あ
り
、

ご
れ
え
ぷ
へ
く
ぬ
台
に
「
粕
m市
九
九
生
出
に
自
拠
が
所
有
す
る
刊
誌
性
も
そ
れ
ほ
三
川
叶
い

／
）
は
い
え
な
い

く
い
う
と
ζ

に
は
ね
拠
が
な
い
ロ

小
川
川
、
行
為
地
包
材

の
つ
ら
川
市
斗
有

f

コ
り
の

尚
一
常
子
厄
で
詑
け
は
、

ま

根
拠
C
4め
る
か
川
、
こ
、
孔
を
紋
常
者
に
よ
る
持
訴
の
柏
γ｛
4
こ
い
～
寸
不
法
r

わ
持
地
信
社
相
の
別
の
根
拠
に

る
刈
出
が
宗
十
分
で
あ
る
。

ム

C
A
に
、
円
、
体
的
な
不
法
行
為
市
」
十
件
に
お
い
て
は
、
料
開
ギ
光
司
池
と
加
山
ふ
口
／
七
九
地
を
峻
別
す
る
の
が
日
用
難
な
場
合
J
u
u
d
め
り
、
管
狩
決
定

L五：.：：：、；主主活軒法制に｜羽する口：i1試需に土 rどj岩見

に
お
い
司
亡
裁
判

γー
に
ぶ
？
に
以
白
川
仰
を
謀
、
72
、
一
と
に
な
る
c

け収品川に

外

4
判
決
心
忌
認
執
行
と
刀
掲
げ
骨
は

現
に
日
小
に
お
司
て
訴
え

提
起
さ
れ
て
い
る
宇
件
の
当
事
者
の
裁
判
刊
を
交
け
る
福
引
い
（
定
法
＝
一
条
ム
合
同
一
」
自
体
は
ま
ず
J
U
J
f
L
深
摩
さ
れ
る
必
史
か
あ
る
う
L

の

い
似
ト
け
か
ら
、
足
一
半
的
に
は
声
援
斗

i

轄
決
ど
の
段
唱
で
考
慮
す
べ
き
て
な
い
と
考
え
る
コ
以
（
山
♂
こ
と
か
ら
、
た
だ
L
井
荷
は
削
除
寸
べ

さコ
l

」？の司令

4 

一
次
的
派
主
的
に
4l
日
〕
た
れ
凶
的
な
剣
山
ム
［
を
件
除
す
る
文
一
円
吉
良
か
ず
、

こ
れ
を
解
釈
に
安
ね
介
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヰ
門
司
ば
す

ーァ

包〉
c 

c 、

な
お
、
知
的
貯
ザ
門
店
中
に
閃
h

い
て
、
お
4
の
2
参
照
＝

' 
不
的
生
山
悶
一
ノ
る
訴
土

ト
武
肘
に

J

て
宇
司
令
訴
え
は
、
不
設
奇
心
出
社
池
小
H
太
［
女
刊
に
為
る
－
き
は
、

日
γ

品
川
ぷ
裁
判
所
に
M
1
V一
す
↑
ん
こ
と
か
と
き
る
も
の
子
J

る一

'f＂人法学； S9 汚 221j 川 17〔2川什 l、



料

賛
成
で
あ
る
し

ノヘ
j与す

注る生 l自ι民
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メh
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ノvヘ
〆

才y: 
' 、イレ

：中ぁ

u 
ド～

J' 

半主え:11 

ハJ

走み先－.~ 
べ

きも

J' 

令
U
U
同心
vv

ヨ
ド
の
裁
判
寸
心
国
際
裁
判
管
枠
や
L

認
め
る
ご
と
に
は
替
一
成
す
る
が
、

リ
半
、
ω
決
河
川
（
り
山
立
が
’
H
梓
1
h
寸
る
こ
と
二

J

い
て
は
反

対
予
あ
る

つ
白

否
認
止
は
登
録
に
問
、
F
る
訴

L
の
測
し
f

ν

て
、
「
義
持
者
に
け
け
し

き
こ
と
の
な
以
表
示
を
求
め
る
訴
え

ゃ
を
記
等
の
義
仲
間
の
お
析
的
又
は
消
也
的
強
認
7
7
7

本
め

り
れ
る
が

①
こ
れ
、
つ
は
単
に
そ
の
J
せ
つ
な
私
法
l

！ふ

と

の
義
務
の
存
六
U
J
V

ラ
λ
J出
え
に
泡
ぎ
ず
、
角
川
記

E

盗
録
同
以
外
で
あ
コ
て
も
、
被
口
C
白
川
泊
同
や
人
山
特
八

ugさ
れ
に
日
必
ど
、
、
主

者
の
ア
ク
セ
ス
お
よ
び
証
拠
収
集
り
便
半
か
ら
、
一
の
よ
司
仕
存
否
の
判
断
を
分
に
行
え
る
マ
十
一
プ
ム
は
台
程
ず
る
口
ま
た
、
②
立
。

コL
－
m
q
u帥
は
対
象
と
な
る
相
川
一

一
、
例
え
ば
ア
ッ
－
一
庁
所
有
桔
〕

の
戎

v
－
帰
属
を
反
映
γ
y
f
v
形
主
で
あ
る
こ
も
考
え
い
h

れ
る
と
こ
ろ
、

Jrx叫

争
心
本
体
で
占
め
る
当
該
銅
版
正
判
断
に
民
ず
る
訴
六
か
市
寸

u
b汁
轄
tJ1rcれ
以
γ
に
も
か
か
わ
ら
「

～川川、えば

小
尚
一
せ
に
出
出
し
て

山
一
て
す
て
、
れ
を
円
以
…
朕
ム
ず
る
の
み
に

レ
ヴ
記
・
川
公
円
以
に
相
有
す
る
訴
え
に
パ
寸
辰
吟

i
f

－7
え
る
こ
と
に
分
な
坦
山
を
見
い
だ
し
鼎
い

へ
不
動
政
所
有
権
の
ほ
誌
や
所
ム
U
徒
に
基
づ
く
不
引
片
む
什
ー
は
L
L帯
求
な
ど
に
不
均
品
開
川
公
「
一
仏
、
り
将
jk請
求
な
ど
か
併
合
さ
れ
る
ウ

1
ス
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は
珍
し
く
沿
〈
、
円
以
ヤ
ゃ
に
寺
山
川
牲
が
認
め
ら
れ
る
と
、

UMム
U
が
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
る
P

仏
前
）
ゆ
参
ノ
慌
て

v

③
き
ら
二
、
こ
れ
つ
の

訴
え
も

g－8
オ
刷
で
の
総
予
解
決
が
法
い
れ
へ
い
h
的
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
判
決
が
山
一

J

一
盟
主
」
間
際
り
て
の
効
力
ur
越
え
て
、
対
也
的
に
効

ト
心
を
お
っ
必
扶
性
何
人
々
い
c

ふ
し
し
の
よ
三
ー
な
抑
引
け
か
ら
、

弓
＼
一
の
裁
判
所
の
山
川
い
同
管
誌
と
す
る
一
℃
」
に
つ
い
て
日
反
対
ト

20ν

c 
' 
川
J
守
山
悶
f
J

？
？
訣
メ

、ノ一よ、
ア
一
ふ

判
維
持

ML】
J

ノ
は
若
山
向
ぺ
ん
に
出
寸
る
訴
人
止
は
遊
山
円
晶
子
小
JJ

他
死
ー
に
ζ

つ
F
L

泊
い
り
や
」
止

rv、
さ
え
川
為
に
泌
す
る
副
え
は
、
次
に
山
下
一
3
1
勺
ωお
什

」
千
円
以
判
所
に
民
起
一
一
J
f
u
ニ
し
九
リ
円
う
で
令
J
U
V
O

｝
ず
る
J

マ

川
悼
杭
川
広
町
り
作
、
叫
汁
る
設
相
続
1
、（いり什ヱバハ
M
Hド
同
山
い
に
あ
る
と
き
r
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相
続
叩
P
U
の
時
に
お
げ
る
被
作
川
町
人
川
正
町
h
J
な
v
川
崎
〈
U

V
へ
は
性
対
抗
J
む
ぬ
れ
な
い
場
合
に
お
二
、
一
、
柁
什
山
青
山
止
の
叫
に
お
け
る
持
相
続
人
72

凶

mペJ
？
本
同
内
に
あ
匂
と
一
さ

イ'7 

川
油
収
川
広
町
り
作
、
叫
汁
る
設
相
山
0
1

・1

、
（
い
り
附
げ
ハ
M
h
d
v
u
…
白
p
v
へ
は
問
所
4
v
知
れ
な
い
志
向
八
台
、
心
い
て
、
波
出
品
化
人
が
相
続
開
始
の
川
、
日
本
円

引
に
住
川
乙
有
モ
工
ー
と
さ
ー
と
ど
）

キ
河
内
に
以
後
に
作
品
川
を
有
て
い
た
心
慨
に
れ
ノ
毘
に
佐
川
を
有
て
い
た
L

さ
山
町
、
口
町
山
門
り
で

ffホへ
は
刊
続
山
戸
川
培
そ
の
LA相
慌
財
産
む
ら
H
山
川
＋
に
出
す
る
訴
九
千
L
l記
川
ー
の
訴
え
に
誇
当
1
d

な
い
も
の
は
、

l
一
一
一
ル
ア
う
ら
リ
ま
寸
仏
M
J
U
G
－
M
明ふいに

は、

H

本
の
m
A
刊
一
附
t
促
担
「
コ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

J
q」

賛
成
で
あ
る

U

一
引
っ
ん
に
つ
い
に
の
後
t
l
J

情
務
六
一
f
行
方
i

伴
ぷ
の
訴
与
に
つ

v

て

ι、
別
段
心
胤
注
ナ
i
J
λ

一
回
ど
必
い
も
心
と
す
る
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料ノヘ
j与す

賛
成
で
あ
る
し

特
斡
怜
に
悶

rJQA7↓山守

山
廿
桔
持
に
日
山
パ
ト
づ
る
八
円
ら

、山一

J2市
者
は
、
指
示
に
限
η
、
詳
、
」
土
佐
担
デ
ヲ
：
｝
ペ
J

で
一
き
る
木
之
は
れ
川

n
u州
判
所
を
ム
じ
〔
ご
い
よ
け
定
め
る
ご
1

f

u

で
お
一
合

Lω
と

γ
る
ん
一
一
～
L
、
を
の
へ
T
6
y
J
M
川
凶
心
戒
し
バ
心
与
を
一
昨
f
h
y
一
提
抱
一
代
る
こ
と
が
可
決
る
政
と
所
と
し
て
一
汗
吟
る
も
む
f
出
る
喝
合
ご
心

U
L
、

f
O
外
出
の
ふ
判
所
が
門
官
町
誌
を
ノ
什
涜
」
J

ミ
こ
い
？
と
き
な
い
三
を
し
は
、
工
の
以
り
と
な
い
ひ
の
〆
一
す
る

一ω一
一
D
L
か
の
ん
己
主
一
f
u
h

一
色
柁
作
、
闘
す
る
λμ

九
」
こ
い
よ

l

）
辻
、
定
の
仏
壇
閉
店
抑
｝
韮
つ
く
訴
え
ご
山
L
、
ト
っ
、
昔
日
刊
〔
し
な
け

れ
ば
、
そ
の
一
一
F
Hヶ
ょ
に
戸
可
も
の
に
す
る
〈

J

い
い
yhdJ拾
に
悶

fAq九
門
主
か
ふ
り
内
れ
い
を
記
滋

γ
～
電
続
的
記
qr
屯
j
j
h一
方
花
、
総
ノ
品
川
J
4
1
z
c
犯
人
の
わ
引
…

5
7
0
J、
民
引
い
一
目
す
る
こ

乙
が
」
今
一
志
屯
方
式
て
↑
卜
ら
れ
る
寸
一
片
同
て
と
山
ム
て
、
菅
平
7
1
M弘
田
片
端

J
F
2
0
川
市
ぷ
込
忠
の
対
二
位
さ
れ
る
も
の
J
L

よいミー
υ
J

」
h

っ
て
さ
れ
じ
と
き

は
、
之
内
人
行
門
は
、
官
青
山
に
よ
っ
て
さ
れ
た
も
の
一
み
外
す
も
円
一
－
す
る
υ

2
t
bィ
で
い
よ
忠
常
肉
体

減
y

ロ
か
結
審
政
引
所
こ
3

h

て
日
本
心
我
利
げ
が
話
料
h
体
な
肴
し
な
い
ζ

心
抗
日
パ
土
記
川
し
な
い
で
本
来
に
つ
い
て
汗
荷
主
し
、
又
仕
一
汗
JMmw午

前
千
統
に
3

U

L
市
述
子
し
た
と
き
は
、

μ
十
ふ
ア
心
ぷ
判
所
は
特
有
事
を
有
す
る
も
引
ょ
す
る
し

時
オマ
ミ

へか
M
Fコ

4

d

 

北
川
十
午
前
に
賛
成
で
占
め
る
し

つ

日
午
円
付
合
意
及
び
ゐ
訴
に
持
寸
Jξ
廿ヰトドハセ
wmま
え
て
お
り
、

I
J
持
で
き
る
c

た
だ
し
、
出
品
村
権
比
認
す
Jる
〈
日
立
に
つ
し
て
は
、

轄
合
意
が
甚
だ
し
く
不
合
法
で
公
序
伝
子
二
店
反
「
る
と
よ
f

一）

の
安
件
は
、
解
釈
む
尚
昆
と
廿
ず
、
明
伴
化
の
た
止
に
条
文
化
寸
べ
討
と
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五
ご
え
る

v

¥ 与
之

2
h

引
先
貯
の
訴
f
に
っ
て
り
守
恒
栓

海ト一
d

に
有
す
る
詳
、
六

一
小
川
山
射
の
街
中
ヘ
？
ご
の
帆
海
こ
心
ω山
政
に
茶
づ
く
問
問
主
防
川
怖
の
一
冊
、
穴
ば
、
国
士
λγ

」
交
付
一
明
明
子
最
初
に
到
達
L
一
ソ
治
引
？
本
同
内
に
あ
の
と
き

はも

U
ム
幻
以
判
一
げ
に
一
号
ね
す
る
こ
乙
か
戸
き
る
も
む
に
す
る
つ

げ
い
門

U
L穴一｝’
K
住
救
幼
に
m
M
寸る一一
w
え
に
、
川
川
部
投
時
が
め
ヮ
ー
八
世
J

入
は
段
苅
さ
れ
ム
〕
船
弧
♂
最
初
に
刊
出
h
J

比
之
、
泡
が
円
本
国
内
に
払
る
ヒ
き
一

は
、
－
M

本
の
北
干
一
叶
げ
同
記
向
山
い
づ

J

る
こ
こ
が
仁
き
る
も
り
ー
と
す
⑤
）

｛
／
〕
案
｝
前
単
品
川
川
ん
に
出
「
ァ
勺
訴
え
に
つ

h
t
は
、
特
段
心
規
伴
会
一
置
か
、
に
も
の

b
Fる「

へ
き
め
泊
い
岡
山
侃
そ
の
れ
抗
加
を
担
い
い
E
す
る
れ
一
昨
に
慕
つ
J

一
日
山
メ
に
つ
い
て
は
、
特
設
の
足
立
を
E

と
か
否
日
に
つ
い

f
、
第
2
の
qi

に
州
汀
る
崎
町
も
泊
ま
〉
、
な
三
枚
ニ
到
す
る

井
手
前
，
に
賛
成
で
お
る
す

2 

｛
注
、
に
つ
い
て
は
、
船
舶
所
引
地
の
笹
神
円
を
認
め
る
明
文
胤
宏
を
置
く
ぺ
き
で
あ
る
4

2

計

2
の
J

J

に
お
い
て
山
菜
を
よ
狩
「
る

関
係
卜
、
給
制
債
依
？
の
他
船
舶
を
担
保
と
す
一
る
債
格
い
つ
い
て
、
そ
の
一
川
立
地
お
2
の

3
m）
参
照

J

が
明
帯
で
な
く
、
ま
た
、

そ
れ
が
ヘ
ム
銭
円
J

F
人
払
の
請
求
を
「
luW
こ

f
o」

F

第
2
の

3
b川T
家
参
照
一

／
｝
一
は
限
ら

hr
い
の
で
、
上
述
の
川
川
｝
止
規
定
士

E
く
べ
き

f
l

占め，
Q

」

う

知
vd片
山
立
町
偽
作
山
に
百
す
φ
J
4
ゾ）

引
川
肘
♂
甘
い
議

日
、
ノ
ち
設
定
口
一
笠
公
一
に
J
り
完
牛
了
る
も
の
の
J
1
f
h
V
1

引
出
肘
洋
一
一
＋
本
エ
山
お
り
条
京
2
品
に
規
定
す
る
知
的
引
恒
揺
を
い
ラ

P

一

ι下
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料

ば
川
叫
ぶ
に
問
r
h
v
r
耐
え
は
、
y
f
L

心
な
詠
心
問
中
が
本
な
あ
匂
と
一
さ
は
、

ヘ王一
却
し
一
町
ぷ
株
の
｛
K
2
一詐託生
J

に
つ
い
て
は
、
料
一
一
司
勾
山
別
枠

p

，h
早口刀工弘、：ゎ勾し
r

可るの

4
4

木
刀
裁
判
叫
に
心
計
提
起
す
べ
き
も
心
L

ず
る
も
の
1

工一ノる「

ノヘ
j与す

会
い
見
〉日

本
心
裁
判
所
ー
の
直
際
裁
川
門
骨
収
を
認
仏
り
る
w

ど
し
に
は
賛
成
す
る
が
、

日
本
心
及
川
川
の
専
属
ハ
U
特
と
す
る
ご
と
に
つ
レ
て
は
一
反

対
す
る
－
三
た

コ
ピ
キ
タ
ス
い
い
ほ
害
、
訴
え
の
併
今
や
訴
一
℃
ム
別
ん
ー
な
ど
、
知
的
別
屋
紛
争

知
的
財
向
山
恨
の
い
叫
じ
口
訴
訟
等
に
つ
い
て
は

の
叫
什
式
に
応
じ
zr
～持
J
R川、川
M

必
安
で
め
る
と
考
え
る
コ

つ

知
的
叶
v
L

住
権
の
う
ち
一
設
定

円
れ
よ
り
発
け
ー
す
る
も
の
の
存
否
え
は
効
刀
に
mmー
す
る
訴
え
も
、
川
市
ノ
単
に
私
出
戸
の
権
利
心
F

日け否

又
は
効
力
、
中
平
よ
ノ
語
、
三
に
地
ダ
ず
、
此
り
門
件
凶
以
外
で
為
っ
と
も
、
被
詳
の
や
一
昨
他
国
や
管
結
合
高
い
さ
れ
h

国
な
と
、
中
」
事
者
の
ア
ク
セ

7

、
お
よ
び
一
切
惚
収
集
の
佐
官
か
ら
、
ほ
納
恒
・
守
門
性
の
川
断
を

i
分
三
行
え
る
ブ
ォ

l
Fノ
ム
は
々
有
す
る
ハ

ま
た
、
ぬ
こ
れ
り
の
訴

千
三
告
す
者
向
で
の
紛

7
解
決
が
叫
ん
《
ド
的
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
判
決
市
主
主
石
間
限
り
て
の
効
力
会
一
超
え
て
、
対
日
的
に
効
力

ユ
ザ
」
件
い
い
っ
必
然
性
は
な
い
に
ぶ
し
し

、
ヨ
本
の
裁
判
所
の
専
問
管
4
1
と
す
る
こ
〉
に
つ
い
て
は
以
対

F
る）

η 。

に
つ
い
て
、
知
的
財
産
推
幻
伝
云
心
掛
訟
を
ぶ
決
行
為
に
悶
L
J
る
訴
え
（
針
2
の
G
一
に
い
ふ
本
的
に
よ
ら
1

／
め
る
こ
こ
に
賛

戎－
J
る
が

コ
ピ
キ
タ
ス
侵
宍
に
閥
L
て
は

1

長
も
大
方
江
続
出
本
が
目
先
生
1

）
た
か
発
刊
す
へ
き
治
子
本
に
あ
る
場
合
に
限
る
な
ど

の
わ
則
を
14
臥
日
る
べ
き
で
為
る
口
バ
禄
ピ
、
い
か
的
財
ポ
紛
争
の
お
山
立
に
山
じ
て
、
訴
え
の
併
合
や
訴
訟
読
ん
U

に
お
い
て
も
、
ふ
り
き
め

細
や
か
な
特
別
Jvr

設
け
る
＼
き
で
μ
め
る
と
ν
ワ
く
る
c
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消
量
Y
J
M背
約
に
河
す
る
r

一ごん

市
費
者
一
一
何
人
一
事
業
こ
し
て
え
は
事
業
の
に
L

り
に
幻
ノ
れ
－
M

事
ノ
し
こ
ぱ
三
ア
ド
お
け
る
）
）
心
テ
昨
＼

J

、
立
い
つ
（
）
と
事
業
者
一
什
仙
人

f

川U
U
の
甘
川
山
？
人
は
財
〔
山
及
び
卒
業
μ

｝
し
て
F
ん
は
亨
支
の
～
J
L
り
に
長
約
の
当
平
お
こ
な
る
場
合
は
お
け
る
前
人
を
い
う
）
と
の
問
で
稲
荷
「
ハ

ブ
り
全
約
－
労
骨
抜
約
ピ
除
3

ょ
以

I

消
費
者
契
約
と
い
、
1
4

に
問
ナ

J

る
活
再
亡
持
わ
っ
事
主
者
に
対
ト

L

J

る
が
え
は
、

｛
申
案
｝
訴

t
u促
一
山
一
日
日

p

人
ば
ノ
」
柑
出
費
者
イ
ヤ
約
の
部
作
一
い
み
に
一
品
げ
る
出
費
者
い
り
内
所

｛
乙
吉
｝

1
2
d
消
費
斗
一
人
約
の
締
供
向
の
時
に
お
け
る
消
費
甘
心
伝
市

が
－
本
凶
内
止
め
る
と
き
は
、
ー
木
心
荒
川
川
二
倍
記
一
一
る
こ
三
子
亡
、
ざ
る
も
の
f

ず
る
ο

川
市
）
消
費
者
民
約
一
い
百
す
る
さ
v
t
u
刀
ら
消
費
者
に
い
川
す
る
訴
、
ク
は
、
第
の
正
日
内
心
服
洋
一
L

H

C

J

J

て
H
大
の
ぷ
利
小
に
時
起
L
T
る
こ
こ
y
J

ご
今
、
八
九
、
場
合
に
品
い
て
は
、
次
に
市
庁
7
9
L

訟
に
限
り
〕
ふ

i

（
り
弐
判
所
に
促
起
寸
る
日
と
か
で
き
る
も
り
と
1
1
7
Q
O

マ
消
費
者
日
第
一
等
放
町
一
rw
に
刊
い
て
日
本
の
政
引
所
が
峠
「
結
枠
レ
デ
も
し
な
い
と
の
抗
弁
士
山
民
出
し
な
レ
で
本
業
ご
つ
い

vkf前人
γ
L
、
λ
は

弁
論
併
一
備
五
続
に
い
め
い
C
川印刷一
4
2
v
〆
た
〆
5

4

ノ
日
以
賀
首
L

事
栄
村
と
の
間
心
川
市
下
十
の
紛
争
に

J

い
1
1
A
p
u
r州
判
川
ヱ
ケ
」
部
、
え
を
刊
に
起
ト
ヲ
ム
）
と
と
が
で
き
る
荒
川
川
川
L

1

午
、
定
め
る
パ
行
」
山
が

効
ハ
バ
士
有
一
i

る
を
イ
一

C

げ
い
消
量
Y
4
1
一
事
主
背
と
（
川
相
吋
ヘ
リ
い
い
山
ト
ド
上
九
U

紛
争
し
ι
刈
主
l
」L
4
2

る
管
制
軒
荏
に
苅

Y
〈
一
て
げ
官
民
た
に
柄
引
ず
げ
る
と
き
に
限
り
、
マ
ど
の
苅
九
日
ど
よ
れ
ペ
ず
る

J

つ
り
と
ム
d
J
プ匂
ι

マ
ク
」
該
紛
争
ベ
え
ご
ー
涜
に
ム
れ
～
一
人
口
甘
い
て
れ
る
乙
き
「
山

J

T

T

ん
ヱ
泊
費
甘
い
円
入
約
コ
給
結
心
叫
に
ハ
引
け
る
消
費
者
の
h

壮
一
昨
が
あ
る
川
の
玖
判
所
生
↓
r
J主
提
起
一
7
令
こ
と
が
で
さ
匂
裁
判
附
し
、
二
二
月
て

ゐ
る
八
ロ
ロ
一
y
f
一
心
国
の
設
引
戸
川
の
み
士
一
訴
え
を
同
町
戸
こ
Q
J

る
こ
乙
が
て
き
る
戎
引
所
と
し
て
～
め
る
へ
口
出
か
除
く
～
て
忠
る
y

一さ

｛
乙
吉
｝
砂
川
パ

J

の
問
問
ハ
咋
に
よ
り
百
転
出
E

乞
有
司
る
〕
｝
こ
な
る
半
出
及
び
消
苛
苛
契
約
の
締
叫
川
口
叫
に
お
円
る
消
針
汗
の
、
卜
所
が
特
定
の
間
に
あ

る
励
会
に
お
い
亡
、

r
J

心
出
力
裁
判
所
、
や
」
師
、
え
を
保
起
ザ
一
る
ご
と
が
で
き
る
荒
川
川
L

午
、
定
的
匂
合
亡
、
戸
｝
乃
凶
の
裁
判
町
心
九
乞
L
F一
d

ん
な
松

「
足
す
£
こ
が
で
き
る
誌
判
明
と
に
一
＼
F

一
に
吟
る
け
ロ
を
玲
く
一
で
あ
る
と
芦

3

｛
内
案
｝
忌
に
お
パ
ド
ヴ
」
問
、
一
－
位
ぴ
ヲ
以
外
に
へ
げ
μ
山川
n
L苅
パ
y
J
4円
ず
る
場
合
を
IT山
ぼ
、
も
一
り
と
よ

J

る

J .Tl 
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料

一日以口
H
F
N

石
が
己
目
ほ
t

閲
F
J
る
九
ロ
去
に
除
雪
、
5

二
本
台
μ

く
は
札
川
り
裁
判
明
に
品
、
ノ
」

2
叫
ん
担
ー
ど
へ
と
き
、
又
は
事
4
t
t
者
ru
己
本
昔
＼
τf、
は
列

凶
一
心
友
剖
一
げ
」
評
〉
γケ
一
提
起
L

渇
台
に
お
亡
、
消
費
者
が
uhH
特
培
に
出
寸
る
廿
山
口
に
比
っ
き
P

て
の
裁
判
が
J
M
H
H
帖凡位、ィモ引】

J

な
い
こ
の
孔
弁

と
た
出
ふ
ん
し
一
き

、、

ノヘ
j与す

へか
M
Fコ

4

d

 

加
に
つ
い
て
は
、

m
T
－
／
一
両
案
、
、
J

も
反
対
で
あ
り
、
訴
え
提
起
り
時
心
山
内
買
お
の
佐
川
地
で
の
絞
仲
引
を
認
め
る
べ
き
と
あ
る
n

訴

え
弘
山
一
」
担
時
点
、
し
む
消
費
有
什
i
J
川
賄
容
斡
J
4
7
F

認
め
な
け
れ
ば
、
実
一
仙
R
いれ

d

な
消
費
者
保
護
は
～
山
一
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
ι

フ

に

ιつ
い
て
は
、
し
い
q

ず
れ
の
案
J
U
伏
ず
ぎ
る
と
考
え
る
－
こ
れ
ら
の
京
や
γ
な
い
し
ウ
で
訟
川
町
ら
、
れ
る
場
合
に
［
か
消
費
者
却
人
約

い
の
で
あ
れ
ば
、

日
本
に
い
る
出
費
者
の
契
約
惜
］
方
と
な
る
合
去
に
と
っ
て
、
市
北
一
で
一
ス
下
ん
ザ

リ
ス
ケ
が
山
中
九
大
な
も
の
と
な
る
で
、
の
ろ
う
そ
む
r
λ

ヘ
や
リ
ス
ク
は

長
終
的
に
は
バ
蜜
V
告
に
1

肘
転
手
が
る
と
と
に
州
市
円

も
知
れ
h
b
い
が
、

ヨト
A
l
g円
叫
戸
、
者
と
の
取
引
が
敬
反
さ
れ
る
可
前
柱
、
日
午
い
と
は
一
川
、
え
な
い
）
、
結
以
と

L
f
L出
資
担
保
護
に
之
ら
な
い

お
そ
れ
も
め
る
ハ
ヘ
U
Lな
の
認
め
ら
れ
る
場
与
口
つ
い
て
は
、

y
り
ユ
ソ
セ
ル

i
規
則

し
か
丸
木
の
よ
よ
ノ
に
川
町
費
者
測
の
オ
プ
ン
d

／
ど
t
h
h

日
る
方
向
で

{ コ

／ 
｝ 

' 、
' 

λ
い
引
に
坦
切
で
あ
る
と
与
え
る
一

万
的
問
M
m
～
悶
」
る
長
？
／

h
u
r
u般
契
約
の
有

hvLv仙
の
万
縦
一
元
日
仏
刊
に
γ
叫
す
司
令
ヲ
項
に
つ
い
て
炉
え
〉
日
般
若
戸
事
会
主
乙
の
却
に
ル
刊
に
民
「
に
叩
U
Fる
紛
争
日
以
ト

削川
ω労
筑
間
保
尺
半
抗
争
」
と
い
う

J

に
仔
7
Q
リ
力
儲
甘
か
コ
事
業
↓
下
に
吋
J
A
J

る
品
、
え
は
、
半
－
試
日
制
日
，
Y
間
関
係
民
事
松
平
に
日
開
A
V
V
V
向
。
ぉ
利
に

つ
汁
る
労
務
日
制
世
相
、
地
一
そ
の
也
士
一
引
J
T
ご
さ
な
い
場
合
一
戸
の
っ
て
は
、
の
J
d
p
J
H
M
前
者
ヤ
一
「
叫
工
入
札
ア
事
引
木

γrclw芥
厄
一
ぷ

H
ド
団
山
に
え
る

し
し
夫
、
仙
山
、
本
刀
法
判
所
に
促
ν
J
Jる
こ
し
r
M
て
i

ざ
る
も
の
と
一
一
J

るー
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｛り1

例
日
労
営
問
Mm尺
事
訪
中
日
係
る
半
半
た
よ
か
っ
り
働
者
川
対
「
る
お
に
え
は
、
が
れ
ー
の
1
又
は
Z
C
一
五
沖
川
に
よ
っ
ご
い
＋
の
紋
判
所
川
崎
起
ず

る
こ
y

が
て
戸
な
い
場
合
に
お
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
こ
き
に

mm円、

H＋
A

の
裁
判
げ
に
ιfLr
す
る
戸
と
が
で
き
ア
も
も
の
」
ず
る
〔

、河川叫
Y
J
n
あ
存
戎
判
川
に
お
い
て

μ
本
心
ぷ
判
所
之
官
時
J

砕
か
七
に
い
い
し
力
民
会
ノ
ど
民
出
ぜ
な
い
で
本
J

え
に
つ

1V4パ一日
t
f
t

え
は

ア！
？
剖
洋
平
信
寸
十
枕
～
お
い
て
山
下
山
止
が
し
た
と
き

イ

目
別
労
働
白
川
同
氏
土
↑
？
で
パ
4

に
つ
い
て
リ
五
円
訟
判
所
十
訴
え
を
討
い
ビ
す
こ
こ

J

川ω
之
さ
令
故
村
刊
一
－

L
て一足
y
£
合
H
JドJ

対
々
か
有
す
る
－

三
C
C

ん
な
，
h
N
的
者
と
事
主
て
f

｝一γ
慌
の
川
P
J
，h
N
的
山
内
保
川
事
紛
y

ヱ
ケ
一
対
象
Y
一一o
る
時
一
倍
栓
乙
陀

rJる人
J
h
E

ば
、
次
こ
掲
げ
る

r一
会
九
限
り
、
F

て
の
効
力

を
ぬ
す
る
も
の
」
ト
づ
る

J

ア
当
需
給
争
が
ヰ
じ
た
L
叫
に
々
わ
た
〈
一
山
意
に
あ
る
と
才
。

p

ろ
ん
働
者
が
れ
白
結
M
V？
に
決
す
る
山
口
且
ロ
に
茶
つ

F
H冗
H
f
vく
は
判
パ
パ
心
裁
14
寸
に
4
叫ん

LqF必
vだ
こ
さ
、
又
は
与
支
了
が

H
人
ド
リ
殺
し
ノ
＼
は
外

川
当
日
裁
判
川
に
み
え
合
国
民
起

Jt場
人
口
に
た
て
、

vv働
背
PMHHJ軒
常
に
悶

130へ
正
ぱ
に
ぷ
っ
き
り
か
L
C
及
判
刈
が
行
」
？
佐
官
有
ピ
ホ
ピ
－
C
机
4

L
J
U

～
淀
巴
し
こ
と
決
一

C

ル市一九
日
内
部
、
，
人
心
f

組
れ
げ
の
諸
子
J
P

寸
ァ

r
d

川
崎
ヘ
口
に
お
い
夕
、
、

U
F；
致
判
対
す
か
の
請
、
引
に
つ
い
r
L
’H口
町
一
世
〔
を
右
ー
、
川
山

η
4
ヨv
つに、
J

J

亡
し
廿
将
棋
乍

を
わ
門
ヤ
な
し
1

一六は、

L五：.：：：、；主主活軒法制に｜羽する口：i1試需に土 rどj岩見

〈
九
百
兄
〉

賛
成
で
あ
る

v

切
ん
品
い
お
～
出
け
る
管
幹
権

で
夫
、
る
も
〆
ん
と
↓
z
h
W
C

Jυ
 

性
古
は
、
口
一
不
口
訣
判
川
H
h
r

下一
F
ヘ
パ
〆
川
同
市
て
あ
る
話
不
に
つ
い
て
怯
酔
」
権

γ一方
J

＼
反
＝
？
の
は
的
で
あ
る
前
求
に
つ
い
ヤ
ム
R
特
権
中
角
し
と

の
請
求
L
Y

位
♂
前
ぶ
し
れ
川
刊
に
桁
長
な
州
問
直
が
め
る
L

、
ぎ
に
限
り

〕
ょ
や
む
京
判
川
に
そ
む
説
ノ
」
を
叫
ん
起
「
る
こ
と
が
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料

い
以
下
人
口
に
は
、
本
誌
の

H
的
で
あ
る
請
求
，
x山
H
R御
心
方
法
と
出
山
内
に
山
涯
寸

J

る
論
点
目
ど
い
川
と
「
る
と
き
に
限
円
、
卒
イ
山
町
ハ
ド
日
開
に
出
で
こ
匂

4
刀

件
以
川
山
川
町
に
人
訴
d
先
μ必
ず
る
こ
／
一
が
ミ
会
毛
も
の
レ

F
る「山

げ
い
数
人
か
り
幻
又
は
数
人
に
け
刈
ム
凶
る
詳
、
ノ
」
で
数
回
心
計
求
を
す
る
場
合
に
ぬ
い
で
、
戸
仁
平
日

hA刊
河
川
J

U

前
求
に
つ

1
V
4
R
特
権
ピ
ム
ペ
し
、

他
心
昆
ぷ
に
つ
い
て
喧
悼
栓
一
ど
ず
れ
し

d
L
／
き
は
詠
一
訟
の

U
的
て
あ
る
権
利
止
は
義
務
JhruM
ヘ
士
一
〆
い
一
二
火
山
山
で
あ
る
f

ぎ
又
出
回
一
円
ノ
一
事

日
上
北
i
k
l
j
凶
作
卜
の
州
問
に
主
ブ
ぐ
こ
さ
に
以
り
、

H
Y卜
刀
設
判
所
に
モ
の
訴
え
を
巳
党
起
す
守
、
〆
一
人
コ
で
き
る
も
の
え
す
る
リ

前
一
記
山
一
九
－
く
は
切
り
他
の
＋
川
求
支
は
よ
記
②
の
反
訴
U
七
的
J

し
め
る
清
水
に
係
三
、
w
え
い

J

い
て
、

｛
申
案
｝
日
宇
心
法
九
μ
h
U本
の
玖
記
、
問
、
し
み
が
也
特
権
人
ゲ
打
体

ATω
旨
心
ハ
て
止
が
め
る
場
人
、
山
い
て
、
必
y

乾
権
士
有
や
る
こ
乙
と
な
る
事
巴

が
外
出
に
あ
る
」
き

｛
ノ
」
主
｝
本
心
L

ゴ
メ
ご
】
本
の
芯
Y
5
u
川
の
？
？
、
J

糾
結
後
予
行
使
す
る
旨
の
I
J

止め
J

、J
あ
る
場
〆
口
一
氾
い
て
、

MYR
結
権
を
有

γ
る
こ
と
と

q
る
事
防

止
門
主
一
に
ゆ
か

J

る
乙
き
、

f
人
は
外
へ
の
裁
可
出
の
み
を
訴
え
十
Z
廿
臼
「
る
一
一
己
が
六
ぎ
る
裁
判
所
こ
二
一
完
全
三
円
程
栓
に
ヌ
「
る
ん
U
Bい
け
ゐ
る
ニ

き
は
、
上
記
一
辺
か

tfr主
で
の
誌
律
ば
適
店
し
な

v
も
の
と
す
る

－U
川
R

て
っ
し
て
の
後
片
〆
訴
訟
参
加
、
訴
か
引
去
此
ア
訴
訟
ル
一
μ
刈
に
つ
h

て
ぺ
ゆ
什
段
の
旧
見
T
v
m
mか
な
い
も
の
に
一
i

る

ノヘ
j与す

〈
九
百
兄
〉

仲
品
川
ト
ヘ
的
い
賛
成
で
あ
る

つ
白

必
一
体
に
、

w
一
↓
弔
文
の
枝
一
旦
ふ
利
v
円
、
引
バ
ラ
ン
ス
良
く
判
例
恥
心
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

ν

凶
出
限
攻
1
h
J

に
お
け
る
泣

－J

一y
f

～b
l
点、

〆

】

》

』

1
1
1

轄
合
意
の
帝
京
J
M
円
に
議
み
て
、
｛
／
｝
2

朱
｝
を
一
正
当
と
考
え
る
の
」

袋、
b

凶
ト
Jr川
手
管
陪
h

院
止
る
般
的
呪
い
ザ

戎
刊
ほ
ー
は
、
第
一
か
う
ご
一

2
い
て
の
規
律
に
よ
っ
て

H
f
E双
判
所
に
訴
え
一
句
一
流
起
す
る
？
｝
が
で
き
る
日
叫
ん
口
に
お
い
7
7
3
、
宮
J

一
主
の
門
信
、
片

山
山
者
及
川
、
v
尋
問

t
f円
る
べ
き
副
人
心
住
町
悦
肘
戸
一
之
さ
険
副
知

f

刀
川
f

止
仙
川
？
て
の
他
何
事
情
守
宅
～
一

J

て
、
当
事
者
胡
の
笥
叶
l

どγ
1

J

、
店
主
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か
つ
パ
心
度
日
革
開
心
実
況
か
対
げ
る
こ
L

L

～
な
る
」
？
引
の
主
？
治
日
ど
め
る
L
r

認
め
る
し
々
は
、
詳
ス
の
ん
十
抗
2

人
ほ
お
を
却
ド
i
F
Q
M
、
と
ト
で
一
ざ
る

も
の
v
J
q

る

〈
古
川
U
同心
V

ド
ヰ
ド
的
九
者
、
ば
で
あ
る

た
μ～
し

の
じ
い
所
以
が
ゴ
不
に
の
る
場
合
お
よ
び
ヨ
字
、
り
裁
刈
－
け
の
山
J

為
的
特
耗
合
意
が
あ
る
湯

合
に
悶
し
て
は
、
こ
の
例
外
条
取
、
り
ih
田
川
口
札
凶
外
と
す
べ
き
で
あ
る
勺

2 

凹
持
裁
判
活
結
の
問
問
唱
は
、
関
係
す
る
山
J

弔
ヌ
に
と
っ
て
外
岡
で
の

し
う
非
常
に
手
い
負
担
ζ

室
長
体
で
一
山
り
、
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引

i

一
事
者
の
権
利
実
札
の
途
古
関
ぜ
ぐ
す
一
札
Z

L

r

な
り
な
い
し
が
、
ま
L

ぺ
、
川

7
J市
」
作
の
う
ム
ィ
と
の
問
係
で
必
与
す
な
一
記
拠
の
以
伎
の
恒
u
i
t
い

J
J
副
島
一
九
日
、
っ
ち
但
い
M
M
な
い
か
な
い
Y

乞
、
倒
則
的

E

具
体
的
に
ヲ
ェ
ク
ト
リ
司
令
必
要
院
が
百
め
ん
品
い
性
去
を
有
ず
る
C

L

L

ツ
亡
、
判
河
川
一

グ
閣
と
し
て
宇
点
・
廷
は

rvて
き
た

の
事
情
品
の
判
断
作
新
み
は
十
官
民
一
三
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ

L
、
山
村
叶
況
の
事
情
判

L、

断
は
川
山
山
げ
な
限
り
制
約
uWな
運
川
い
同
ζ

な
る
よ
う
に
す
べ
き
ζ
J
も
語
、
え
る
の

る
べ
き
見
体
的
な
M
4
治
安
幸
州
、
／
一
7

ど
に
は
、
判
例
・
裁
1J例
の
立
六
体
的
・
比
較
的
分
析
か
ら
、

事
が
い
い
け
、
一
丁
に
る
争
口
、
に
認
し

ハ。亡
必
中

κι
？
れ
る
証
拠
の
収
集
り
申
J
d
H
B

を
第
一
に
「
べ
き
T

兵
ソ
え
る
ハ

4 

被
告
の
丘
町
地
主
吋
（
熊
1
参出、）

は
、
原
告
に
と
っ

C
照
る
、
一
と
の
で
き
る
民
本
的
最
終
的
な
裁
判
給
で
t
ぬ
る
ー
一
ケ
柏
町
、
将
校
の

字
情
に
よ
る
例
外
処
坪
を
認
、
丸
る
ぺ
討
で
な
レ
ー

一
日
判
決
尺
集
合
一
巻
一
ペ
〉
号
何
ペ
ノ
l
b
け
（
は
、

神
山
什
い
が
交
が
凶
に
μ
円
以
正
常
有
し
な
い
ら
パ
」
で
あ
っ

円山北
l

前
I
J
小
平
成
九
年

日

て
も
、
我
が
凶
と
リ
レ
的
限
速
を
ム
U
す
る
主
件
に
ハ
い

C
我
が
国
の
同
際
政
引
い
済
特
を
L

円
（
止
す
ヘ
昔
、
湯
ム
門
む
あ
る
と
と
将
、
否
定
し
行
な

ど
の
よ
う
之
場
九
円
N
T
千
代
が
国
心
岡
市
町
裁
川
円
台
梓
ど
口
火
す
こ
す
か
に
つ
い
て
は

国
和
的
に
示
刊
誌
さ
れ
れ
J

岐

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
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料

的
ヒ
準
別
、
か
J

汁
河
川
ず

当
事
名
問
の
公
平
や
裁
判
の
泊

7
T前
速
の
坦
え
に
よ
り

回
収
叩
的
畑
町
L
P
伐
の
成
熟
v
u
ト
分
で
は
な
い
L

め

条
理
に
従
っ
vL
決
J
Y

ん
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
私
一
惜
し
亡
し
い
る
v

快
一
円
す
れ
ば
、
被
告
が
政
が
同
に
作
所
テ
右
と
て
い
る
白
快
人
で

ノヘ
j与す

あ
る
場
合
や
、

ヨ
立
さ
の
裁
判
泣
4
1
は
肯
定
さ
れ
る
の
↑
一
ど
あ
り
、

件
叫
が
国
に
本
拠
J

何
十
一
し
て
い
る
法
人
ゼ
い
あ
る
は
勾
札
口
に
は
、
与
も
そ
も
、

与
の
引
に
つ
い
て
民
論
を
決
心
余
地
は
な
い
と
」
1
J

る
の
が
日
仰
の
大
勢
で
あ
る
こ
考
え
る
υ

と」
J
れ
ば
、
ぷ
楽
に
お
い
て
も
、
院
青
仲
川

所
地
が
1
A小
に
あ
れ
ば
、

か
な

hrui小
の
管
轄
が
認
め

／
一
「
司
令
川
町
則
の
鴇
訟
を
超
え
て
、
被
告
日
所
地
管
轄
に
つ
い
て
の

川
笠
千
七
mj
一
、
べ
き
で
は
な
い

、
」
の
こ
と
か
ら
、
必
牝
ι
出
に
、
治
1
げ
い
つ
い
て
は
特
段
り
事
情
検
し
川
の
汁
象
ひ
ら
れ
す
べ
き
に
の
結
論
が
v
苓
か
れ
る
で
あ
ろ
う
n

ま
ん
一
、
こ
ハ
V
J
と
に
つ
い
と
は
、
以
ト
の
市
川
肝
に
よ
っ
r
L

も
説
仕
切
さ
、
れ
沿
っ
る
で
あ
ろ
う

U

す
な
わ
ち
、
被
川
口
住
所
地
を
正
H

日
比
裁
判
籍

と
し
、
モ
ミ
で
は
常
に
被
告
は
訴
え
ら
れ
う
る
、
一
と
寸
乞
際
保
す
る
、
一
と
に
よ
ろ
て
の
み
、
原
告
の
裁
判
す
受
け
る
権
引
を
確
保
TJ
る
こ

と
が
で
か
る
υ

健
か
に
、
川
内
日
じ
の
住
所
地
で
あ
る
ご
と
以
外
に
、
事
件
と
の
お
い
法
性
が
、
何
ら
日
ん
い
た
せ
な
い
よ
う
な
紛
争
に
つ
い
て
、

わ
が
凶
に
姉
、
ぇ
提
1

止
さ
に
れ
る
い
勿
へ
」
門
戸
審
議
会
で
も
一
μ
及
さ
れ
て
い
た
よ
パ
ー
ル
事
件
む
上
2
7
d
z
川
内
」
主

F

号
、
え
ら
れ
る
が
、
波
告
が
わ
が

凹
に
佐
川
、
デ
守
し
し
い
る
こ
と
以
ト
に
、
わ
が
凶
と
紛
争
と
の
悶
声
牲
と
根
拠

r

つ
け
る
事
実
も
と
い
よ
ぷ
に
忠
わ
れ
る
し

ひ

ヨ
ド
の
裁
判
寸
心
山
J

J
什
的
管
轄
台
ム
一
日
百
り
あ
る
場
企
に
閲
し
て
も
、
凶
際
取
L
J
紛
下
川
明
1
4
h
に
お
け
る
包
軽
ん
U

立
の
重
出
品
位
以
悦
び
そ
の
－

法
的
安
ぷ
性
に
対
「
る
守
山
4
7
↓
の
期
待
に
鋭
み
て
、
例
外
条
項
の
池
山
範
川
外
と
ャ
ー
べ
き
で
あ
る

たは↓

L
、
「
叫
H
計
品
〈

f
H
g
H
Y
干
）
だ
し

〈
不
合
闘
で
公
序
法
に
泊
予
尺
ノ
す
る
と
き

は
別
で
あ
る
）
、

スバ川一
h

い
て
っ
し
て
の
都
品
L
汗〆

本
当
日
桔
に
つ

ρ
て
は
肯
」
仲
Z

M

一
一
日
げ
る
巴
要
性
勾
寸
市
中
部
川
伸
子
L
M

一之内るし
r

J

L

7

）場へ一
U
U
戸
八
体
的
な
「
羽
待
り
九
舎
に
つ

1

日、、な
A

検
討
す
る
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川
両
主
管
J

刊
の
明
文
規
定
吉
設
日
る
必
v
一

J

は
な
い
戸
こ
れ
は
解
釈
九
妥
ね
る
べ
ざ
弔
制
で
あ
る

ν

λ代
同

必
叶
叶
除
外

山市

i
州
中
〉

一〉

L
人
汗
ぺ
）
及
び
市
ρ

り
の
焔
律
は
、

H
4
0
バ
小
山
下
に
己
不
の
裁
判
所
の
九
万
管
時
枠
本
一

一一
b
q）
及
び
8

J

ひげ一院ど
c
、
、
む
J
y

、
弟
J
1

汀
怯
J
1
J

プ
ヲ
ド
の
定
け
の
が
あ
ム
V
J詐
一
ハ
に
つ
し
タ

L

ば
、
淀
川
L
ω
い
も
の
と
す
る

J
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賛
成
で
あ
る
し

t品
店

J斗
、
一
ト
；

1
7
こ｝
1

1

1

L

」
J12

ιは
司
Jf
号

比

い

円

一

色

t
J
f
f
r

｛
市
支
｝

｛

A
案｝

～1M

ハ
引
出
裁
判
げ
に
－
l
山
、
高
「
る
王
件

ι日

に
J
二
ヒ
一
江
山
－
、

F
J

心
判
f

円寺山市桂川て
v

L

民
事
一
川
市
4ι
治

小
山
ー
一
汗
に
つ
し
て
、
一
柏
、
ヌ
心
元
日
｝
が
あ
っ

P

」
埠
叫
ん
引
に
お
し
て
外
国
ぷ
判
所
に
山
市
内
問
ず
る
Z
I
M
J
M刊牛い

ヘ
条
心
山
氏
疋
に
よ
リ
効
刀
一
川
〈
会

F
A
U
こ
と
と
な
る
と
昆
心
ま
れ
る
と
き
は
裁
判

所
は
申
立
ご
に
よ
わ
又
は
仙
川
梓
で
C
心
半
円
一
hdd一
；
抗
日
ア
確
定
ず
る
ま
で
詳
訟

T
絞
士
山

ιrJる
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
一
つ
る

上
記
芋
の
川
川
洋
に
よ
る
小
山
t

乏
に
対
し
と
氏
、
不
似
巾
リ
て
を
す
る
こ
ご
小
で
か
〉
73nγ
｝
す
る
〕

｛
日
案
｝

山
外
ペ
74m
判
所
に
係
［
悼
す

2
5い
ん
け
に
町
の
主
件
い
つ
い
て
、
科
ゾ
心
先
主
力
ゐ
の

P

」
混
入
刊
に
お
し
て
外
」
一
叫
山
町
一
ry

川に仰い
J

恒

rzu
ヂ
件
が
判
決

に

こ

：

r
－i
～
て
エ
｛
け
判
J
、
か
娃
ハ
疋
じ
民
事
訴
訟
法
ぷ
ヘ
条
リ
υ
抗
｛
疋
に
上
り
効
力
ハ
ゲ
γ
白
よ
る
こ
と
？
と
／
三
tr
主
へ
ん
ぜ
一
れ
る
と
き
は
、
蕊

判
所
は
、
そ
の
市
下
位
i

の
刊
υ
h
J
一品川疋マヲムヱ－
1
4昨
訟
千
純
一
折
中
止
す
る
こ
と
が
て
き
る
よ
れ
三
J
る）
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料

｛
／
〕
案
｝ 右

山
山
一
の
泌
津
川
上
一
令
市
、
定
に
汁
ャ
、
は
、
下
以
昨
f

l

て
た
ず
る
乙
L

が
で
き
ぽ
い
も
の
と
「
る
よ

ノヘ
j与す

辿
際
ゴ
川
、
山
知
A
r
に
つ
V

こ
円
山
、
特
攻
り
l

山
市
刊
を
む
？
γ
な
い
も
の
と
す
る

へか
M
Fコ

4

d

 

乙
案
に
賛
成
」
U

ニ匂

つ

甲
一
案
心
基
と
な
る
忌
認
子
測
説
に
け
し
て
は
、
（
心

r
J
1
fも
外
パ
川
判
決
の
ぷ
J
N
ザ
ペ
リ
能
性
に
つ
い
と
の
、
r測
は

条
約
、
ン
ス
ア
ム
が

為
る
J7
ら
尽
だ
し
も

一
E
C法
制
う
L

し
で
は
却
し
レ
と
い
わ
ざ
る
を
得
以
レ
こ
し
し
、
支
え
、
一
笹
山
行
一

1
匂
訴
訟
係
掃
を
慢
門
A
T
J
る
こ

と
が
常
に
泊
切
で
あ
る
わ
け
で
は
立
い
一
」
と
、

な
ど
九
州
、
竹
一
町
民
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
コ
外
国
訴
訟
と
内
同
一
副
訟
と
が
統
合
し
て
い
る
湯

合
に
は
、
訴
訟
Mm］
棋
の
先
後
だ
行
で
な
く
、

手
続
川
甲
山
問
団
的
日
制
点
や
、

実
体
的
な
権
利
弘
治
の
鋭
い
円
、
か

h
一
総
合
的
に
、
い
凶
一
日
た
が
汁

さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
「
ベ
ー
さ
て
う
あ
る
の
そ
の
際

外
岡
訴
訟
に
お
い
て
内
凶
当
事
哀
が
適
切
か
つ

l
分
に
利
政
保
護
を
受
け
口
れ
て

い
る
か
、
と
い
う
観
出
は
、
ね
に
重
一

νで
あ
る
と
忠
わ
れ
る
u

裁
判
例
の
多
’

J
D、
特
段
の
事
情
の
判
断
に
お
い
て
列
国
訴
ぷ
係
一
広
一
ぞ

与
品
川
〕
て
い
る
ャ

ζ

に
住
み
れ
ば
、
乙
業
の
L
4
が
従
川
市
の
だ
務
の
流
れ
に
伶
ぺ
ー
も
の
で
あ
る
と
い
え
る

の
三
味
で
、
従
世
の
裁

刊
実
務
の
↓
3
A
此
や
4

4
説
’
、
の
溺
切
土
門
及
い
川
ず
な
い
ま
ま
、
承
認

f
測
説
的
な
イ
ム
刊
げ
よ
所
与
の
前
桜
と

L
て
偏
手
さ
れ
て
い
る
げ

れ
に
は
疑
問
を
惑
日
ず
る
づ

同
胞
町
訴
訟
以
ム
い
が
ブ
ロ
ベ
v

a
y
ォ

ラ

ム

し
た
利
誌
町
内
A
E的
判
断
に
長
ね
ら
れ
る
〉
一

～」J
」、

／

JJF 

ー〕て
1

也
、
外
同
で
の
訴
訟
係
属
は
、
攻
論
的
知
臥
J
…
か
ら
、
管
轄
判
断
枠
新
み
と
は
な
く
、
訴
え
の
利
引
の
判
断
の
ヤ
で
い
弘
通
ず
べ
き
も

の
こ
必
勺
え
司
令
n
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ポ
「〕

保
ん
＋
ら
叩
〈
寸
の
中
l
i

↓
て
は
、
本
来
心
訴
え
zど
た
起
す
る
と
r

〕
か
で
き
る
及
ヰ
叶
が
J
J

本
の
お
〈
f
f
一昨
E
あ
る
一
き

ιは
取
に
デ
lJ
押
さ
え

Q
A
Jご
均
五

保
全
↓
命
令
中
土
庁
に
到
す
る
現
昨

v

く
は
評
争
物
の
一
介
イ
加
が
ハ
ボ
凶
一
刈
に
あ
る
ぎ
は
、

U
べ
れ
京
判

J

巾んに」
J

ヲもと
f
H
V
γ

、ィ
c
ゐ
も
の
一
－
す
る

会
川
崎
見
〉

賛
成
で
あ
る
。

ヘ
～
ア
件
？
と
J

い
に
に
の
校
、
淳
、
明
2
の
t
匂一、

9
h
u一、第
4
q
n
ら
J

ハょ、

4
一
い
半
？
の
各
畑
山
仲
に
よ
h

ロ
ト
似
の
裁
判
が
に
訴
え
を
託
七
日
丈
君
る
1
1坊
人
け
つ
巾

内
上
誌
は
時
の
ほ
律
t

つ
い
て
は
、
ば
お
検
討
ず
る
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〈
ψ
N
U
ロ見
V

例
え
ば
、

本
の
大
阪
で
履
仁
さ
れ
る
子
／
↓
し
義
務
の
存
似
を
述
回
に
間
際
裁
判
管
特
を

E
本
に
認
め
た
と
し
て
も
、

図
的
？
十
州
州
首
刊
は
、

高e

被
告
の

E
刈
に
お
日
る
主
ー
乙
る
パ
い
業
所
所
在
均
で
あ
る
法
主
に
認
め
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
n

レ
俗
文
に
あ
る
】
ム
ェ
ー
に
、
木
杭
ば
ー
よ
部
品
↑
ナ
泊
二
字
川
刊
究
費
特
定
一
内
羽
川
究
一
I

－
木
ー
法
の
透
明
に
」
一
成
六
ー
一
行
夜
仮
P
A
代
表

詳

九

州

iq
可
川
町
拘
同
庁
教
桜
」
日
ノ
ロ
ノ
L

ク
l
L
M
三
ご
よ
3
2
Z
E
2
F
Z
h
r
E
乙
己
主
η
で

ρ

に
灯
門
出
す
る
会
陪
に
4
J
部
訟
バ
、
近
に

よ
る
も
の
♂
ど
め
る
、
泣
い
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度
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防
止
士
一
行
2

A

日米人法学； S9 汚 ZS"J 川31〔2川什


